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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】
　

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第99期

第３四半期
累計期間

第100期
第３四半期
累計期間

第99期

会計期間

(自 2019年
４月１日

至 2019年
12月31日)

(自 2020年
４月１日

至 2020年
12月31日)

(自 2019年
４月１日

至 2020年
３月31日)

経常収益 百万円 7,010 6,888 9,472

経常利益 百万円 657 681 582

四半期純利益 百万円 471 590 ―

当期純利益 百万円 ― ― 544

持分法を適用した場合の
投資利益 百万円 ― ― ―

資本金 百万円 2,500 4,000 4,000

発行済株式総数 千株 2,737

普通株式
2,737

第１回
Ａ種優先株式

300

普通株式
2,737

第１回
Ａ種優先株式

300

純資産額 百万円 27,427 30,322 29,122

総資産額 百万円 516,370 634,843 516,793

１株当たり四半期純利益 円 174.07 208.51 ―

１株当たり当期純利益 円 ― ― 199.74

潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益

円 ― 156.56 ―

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

円 ― ― 196.77

１株当たり配当額 円 25.00

普通株式
25.00

第１回
Ａ種優先株式

87.50

普通株式
50.00

第１回
Ａ種優先株式

10.55

自己資本比率 ％ 5.31 4.77 5.63

　

回次
第99期

第３四半期
会計期間

第100期
第３四半期
会計期間

会計期間

(自 2019年
10月１日

至 2019年
12月31日)

(自 2020年
10月１日

至 2020年
12月31日)

１株当たり四半期純利益 円 70.35 58.18

(注) １．当行は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結累計期間等にかかる主要な経営指標
等の推移については記載しておりません。

２．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
３．当行は関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資利益」の記載はしておりません。
４．第99期第３四半期累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」については、潜在株式がない
ため記載しておりません。

５．「自己資本比率」は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出してお
ります。

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当行が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、関係会

社については、該当ありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期累計期間における国内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて極めて厳しい状況とな

りました。

　当行の営業地盤である福岡県経済につきましても、緊急事態宣言により外出自粛・休業要請の影響などによ

り、広範囲にわたり大幅な悪化となりました。５月の緊急事態宣言解除後は徐々に制限が解除され、個人消費及

び企業の生産活動は持ち直しの動きを見せました。しかしながら、１１月以降、新型コロナウイルス感染症の再

拡大により経済活動の制約が強まったことで、景気の先行きに対する不透明感が強まりました。

　このような情勢のもと、当第３四半期累計期間における業績は、次の通りとなりました。

① 経営成績の分析

当第３四半期累計期間の経営成績につきましては、経常収益は、有価証券利息配当金やその他の役務収益の

減少等を主因に前年同期比１億２２百万円減少し６８億８８百万円となりました。

一方、経常費用は、不良債権処理額の減少等を主因に前年同期比１億４６百万円減少し６２億７百万円とな

りました。

その結果、経常利益は前年同期比２４百万円増加の６億８１百万円となり、四半期純利益につきましても、

前年同期比１億１９百万円増加の５億９０百万円となりました。

② 財政状態の分析

（資産、負債および純資産の状況）

当第３四半期末における財政状態につきましては、総資産は、前事業年度末比１，１８０億５０百万円増加

して６，３４８億４３百万円となり、負債は、前事業年度末比１，１６８億４９百万円増加して６，０４５億

２０百万円となりました。また、純資産につきましては、前事業年度末比１２億円増加して３０３億２２百万

円となりました。

（主要勘定の状況）

主要勘定残高につきましては、預金及び譲渡性預金は、前事業年度末比９２８億６４百万円増加して５，５

４６億４４百万円となりました。貸出金につきましては、前事業年度末比４０８億３９百万円増加して４，２

８３億１９百万円となりました。また、有価証券につきましては、前事業年度末比１５１億９６百万円増加し

て９２５億２９百万円となりました。

なお、当行は銀行業の単一セグメントであるため、セグメントの業績は記載しておりません。
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国内・国際業務部門別収支

(経営成績説明)

国内業務部門では、資金運用収支は5,698百万円、役務取引等収支は56百万円、その他業務収支は0百万円となり、

国際業務部門では、資金運用収支は38百万円、役務取引等収支は1百万円、その他業務収支は1百万円となりまし

た。

合計では、資金運用収支は5,736百万円、役務取引等収支は58百万円、その他業務収支は1百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第３四半期累計期間 5,729 11 5,741

当第３四半期累計期間 5,698 38 5,736

うち資金運用収益
前第３四半期累計期間 5,902 13

2
5,913

当第３四半期累計期間 5,834 43
5

5,873

うち資金調達費用
前第３四半期累計期間 172 2

2
172

当第３四半期累計期間 136 5
5

136

役務取引等収支
前第３四半期累計期間 76 2 78

当第３四半期累計期間 56 1 58

うち役務取引等収益
前第３四半期累計期間 770 3 773

当第３四半期累計期間 704 1 706

うち役務取引等費用
前第３四半期累計期間 693 1 695

当第３四半期累計期間 648 0 648

その他業務収支
前第３四半期累計期間 0 1 1

当第３四半期累計期間 0 1 1

うちその他業務収益
前第３四半期累計期間 0 1 1

当第３四半期累計期間 0 1 1

うちその他業務費用
前第３四半期累計期間 ― ― ―

当第３四半期累計期間 ― ― ―

(注) １．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

２．資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息であります。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

(経営成績説明)

役務取引等収益は、706百万円となりました。

役務取引等費用は、648百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第３四半期累計期間 770 3 773

当第３四半期累計期間 704 1 706

うち預金・貸出業務
前第３四半期累計期間 88 ― 88

当第３四半期累計期間 81 ― 81

うち為替業務
前第３四半期累計期間 262 3 265

当第３四半期累計期間 250 1 252

うち証券関連業務
前第３四半期累計期間 127 ― 127

当第３四半期累計期間 114 ― 114

うち代理業務
前第３四半期累計期間 52 ― 52

当第３四半期累計期間 59 ― 59

うち保護預り
貸金庫業務

前第３四半期累計期間 22 ― 22

当第３四半期累計期間 20 ― 20

うち保証業務
前第３四半期累計期間 1 ― 1

当第３四半期累計期間 2 ― 2

役務取引等費用
前第３四半期累計期間 693 1 695

当第３四半期累計期間 648 0 648

うち為替業務
前第３四半期累計期間 51 1 53

当第３四半期累計期間 49 0 50

(注) 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第３四半期会計期間 482,976 71 483,048

当第３四半期会計期間 551,884 77 551,961

うち流動性預金
前第３四半期会計期間 209,484 70 209,554

当第３四半期会計期間 288,822 77 288,900

うち定期性預金
前第３四半期会計期間 271,699 1 271,701

当第３四半期会計期間 262,218 ― 262,218

うちその他
前第３四半期会計期間 1,792 ― 1,792

当第３四半期会計期間 843 ― 843

譲渡性預金
前第３四半期会計期間 1,646 ― 1,646

当第３四半期会計期間 2,682 ― 2,682

総合計
前第３四半期会計期間 484,623 71 484,695

当第３四半期会計期間 554,567 77 554,644

(注) １．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金

３．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別
前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内業務部門 370,912 100.00 428,319 100.00

製造業 15,454 4.17 19,018 4.44

農業，林業 369 0.10 361 0.08

漁業 6 0.00 8 0.00

鉱業，採石業，砂利採取業 1,518 0.41 1,348 0.31

建設業 48,390 13.05 63,891 14.92

電気・ガス・熱供給・水道業 5,281 1.42 7,117 1.66

情報通信業 2,067 0.56 3,165 0.74

運輸業，郵便業 9,534 2.57 11,217 2.62

卸売業，小売業 39,461 10.64 52,113 12.17

金融業，保険業 7,358 1.98 9,284 2.17

不動産業，物品賃貸業 89,129 24.03 89,654 20.93

各種サービス業 53,171 14.34 70,745 16.52

地方公共団体 20,229 5.45 23,372 5.46

その他 78,939 21.28 77,020 17.98

国際業務部門及び特別国際金融取引
勘定分

― ― ― ―

政府等 ― ― ― 　―

金融機関 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

合計 370,912 ―― 428,319 ――

(注) 国内業務部門は国内店の円建取引であります。国際業務部門は国内店の外貨建取引で、該当はありません。

(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りに用いた仮定につきましては、「第４ 経理の状況

１ 四半期財務諸表 注記事項 （追加情報）」に記載しております。

(3) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第３四半期累計期間において、当行の経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための

客観的な指標等に重要な変更はありません。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期累計期間において、当行が優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 8,000,000

第１回Ａ種優先株式 1,000,000

第２回Ａ種優先株式 1,000,000

計 8,000,000

（注）「計」欄には定款で定める発行可能株式総数を記載しており、発行可能種類株式総数の合計とは一致してお

りません。

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,737,160 2,737,160 福岡証券取引所

権利内容に何ら限定のない当
行における標準となる株式
で、単元株式数は100株であ
ります。

第１回Ａ種優先株式 300,000 300,000 ― （注）

計 3,037,160 3,037,160 ― ―

(注) 第１回Ａ種優先株式の主な内容は次のとおりであります。

(1) 第１回Ａ種優先配当金

　 ① 当行は、定款第36条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名

簿に記載又は記録された第１回Ａ種優先株式を有する株主（以下「第１回Ａ種優先株主」という。）又は第

１回Ａ種優先株式の登録株式質権者（以下「第１回Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式

を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」

という。）に先立ち、第１回Ａ種優先株式１株につき、第１回Ａ種優先株式１株当たりの払込金額相当額

（ただし、第１回Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由が

あった場合には、適切に調整される。）に年率1.75％を乗じて算出した額の金銭（2020年３月31日を基準日

とする剰余金の配当額は、年率1.75％に基づき払込期日（同日を含む。）から2020年３月31日（同日を含

む。）までの間の日数につき１年を365日とする日割計算により算出される額とし、円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を切り上げる。）（以下「第１回Ａ種優先配当金」という。）の配当をする。ま

た、当該基準日の属する事業年度において第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して

第10項に定める第１回Ａ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

　 ② 非累積条項

ある事業年度において第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当

の額が第１回Ａ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

　 ③ 非参加条項

　第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対しては、第１回Ａ種優先配当金の額を超えて

剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続のなかで行われる会社法第758条第８号ロ若し

くは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763

条第12号ロ若しくは第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
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(2) 第１回Ａ種優先中間配当金

当行は、定款第37条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載

又は記録された第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式

質権者に先立ち、第１回Ａ種優先株式１株につき、第１回Ａ種優先配当金の額の２分の１を上限とする金銭

（以下「第１回Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。

(3) 残余財産

① 残余財産の分配

　 当行は、残余財産を分配するときは、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普

通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、第１回Ａ種優先株式１株につき、第１回Ａ種優先株式１株当たり

の払込金額相当額（ただし、第１回Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこ

れに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に下記に定める経過第１回Ａ種優先配当金相当額

を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

　第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は

行わない。

　 ③ 経過第１回Ａ種優先配当金相当額

　第１回Ａ種優先株式１株当たりの経過第１回Ａ種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日（以

下「分配日」という。）において、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含

む。）までの日数に第１回Ａ種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額（円位未満小数第３

位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。）をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第１回

Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して第１回Ａ種優先中間配当金を支払ったときは、そ

の額を控除した額とする。

(4) 議決権

　第１回Ａ種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を有しない。

(5) 種類株主総会

　当行が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第

１回Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(6) 金銭を対価とする取得条項

　① 金銭を対価とする取得条項

　当行は、2027年４月１日以降、取締役会が別に定める日（以下「取得日」という。）が到来したときは、

法令上可能な範囲で、第１回Ａ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、

金融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかる第

１回Ａ種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第１回Ａ種優先株主に対して交付する

ものとする。なお、第１回Ａ種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

② 取得と引換えに交付すべき財産

　当行は、第１回Ａ種優先株式の取得と引換えに、第１回Ａ種優先株式１株につき、第１回Ａ種優先株式

の払込金額相当額（ただし、第１回Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又は

これに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に経過第１回Ａ種優先配当金相当額を加えた

額の金銭を交付する。なお、本号においては、(3)項③に定める経過第１回Ａ種優先配当金相当額の計算に

おける「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第１回

Ａ種優先配当金相当額を計算する。

(7) 普通株式を対価とする取得条項

　 ① 普通株式を対価とする取得条項

　当行は、2030年４月１日（以下「一斉取得日」という。）をもって、一斉取得日に残存する第１回Ａ種

優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかる第１回Ａ種優先株式を取得するのと引換えに、第

１回Ａ種優先株主に対し、その有する第１回Ａ種優先株式数に第１回Ａ種優先株式１株当たりの払込金額

相当額（ただし、第１回Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類す

る事由があった場合には、適切に調整される。）及び経過第１回Ａ種優先配当金相当額を加えた額を乗じ

た額を下記②に定める普通株式の時価（以下「一斉取得価額」という。）で除した数の普通株式を交付す

るものとする。第１回Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。なお、本①においては、上記(3)項③に定める経過第

１回Ａ種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも

「一斉取得日」と読み替えて、経過第１回Ａ種優先配当金相当額を計算する。
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② 一斉取得価額

　一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日（終値が算出されない日を除

く。）の証券会員制法人福岡証券取引所（以下「福岡証券取引所」という。）における当行の普通株式の毎

日の終値の平均値に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）とす

る。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が2,500円（以下「下限取得価額」という。）を下回る場合

は、一斉取得価額は下限取得価額（ただし、下記③による調整を受ける。）とする。

③ 下限取得価額の調整

イ．第１回Ａ種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める

算式（以下「下限取得価額調整式」という。）により調整する（以下、調整後の取得価額を「調整後下

限取得価額」という。）。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、そ

の小数第１位を切り捨てる。

調 整 後

下限取得

価額

＝

調 整 前

下限取得

価額

×
既発行

普通株式数

＋

交付普通

株式数
×

１株当たり

の払込金額

時 価

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数

(i) 下限取得価額調整式に使用する時価（下記ハ.(i)に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をも

って普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合（無償割当ての場合を含む。)ただ

し、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券（以下「取得請求権付株式等」とい

う。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは

取得条項付新株予約権その他の証券（以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、こ

れに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同

じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利

を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ii) 株式の分割をする場合

　調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数（基準日におけ

る当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。）が交付されたものとみなして

下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(iii) 下限取得価額調整式に使用する時価を下回る価額（下記ニ.に定義する。以下、本(iii)、下記

(iv)及び(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。）をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請

求権付株式等を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

　調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償

割当ての場合はその効力発生日）に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与える

ため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当

初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して

算出し、その払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日

以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

　上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら

ず、後日一定の日（以下「価額決定日」という。）に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し

た場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下

限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で

取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当

該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(iv) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件（本イ.又はロ.と

類似する希薄化防止のための調整を除く。）が付されている場合で、当該修正が行われる日（以下

「修正日」という。）における修正後の価額（以下「修正価額」という。）が下限取得価額調整式に

使用する時価を下回る場合

　調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は

行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日

の翌日以降これを適用する。
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(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普

通株式を交付する場合

　調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

　ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(iii)又は(iv)による下限取得価額の調整が行わ

れている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄

化後普通株式数（下記ホ.に定義する。）が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限

り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取

得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(v)による調整は行わない。

(vi) 株式の併合をする場合

　調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数（効力発生

日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。）を負の値で表示し

て交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限

取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

ハ．(i)下限取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ５連続取引

日（同日を含む。）の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値

のない日数を除く。）とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１

位を切り捨てる。なお、上記５連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限

取得価額は、本③に準じて調整する。

(ii) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前

日において有効な下限取得価額とする。

(iii) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日（上記

イ.(i)ないし(iii)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まな

い。）の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の１ヶ月前の日の、当行の発行済普

通株式数（自己株式である普通株式の数を除く。）に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.

に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加え

たものとする。

(iv) 下限取得価額調整式に使用する「１株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込

金額（無償割当ての場合は０円）（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）、上記

イ.(ii)及び(vi)の場合には０円、上記イ.(iii)ないし(v)の場合には価額（ただし、(iv)の場合は修

正価額）とする。

ニ. 上記イ.(iii)ないし(v)及び上記ハ.(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項

付株式等の発行に際して払込みがなされた額（新株予約権の場合には、その行使に際して出資される

財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得

条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使

に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行

普通株式数から、上記ハ.(iii)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普

通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付され

る普通株式数を加えたものとする。

ヘ. 上記イ.(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基

準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場

合には、上記イ.(i)ないし(iii)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした

株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト．下限取得価額調整式により算出された上記イ.第２文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下

限取得価額との差額が１円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただ

し、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額

を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額から

この差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第２位までを算出し、その小数第２位を切り捨て

る。)を使用する。

　



― 12 ―

(8) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て

　当行は、法令に定める場合を除き、第１回Ａ種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当行

は、第１回Ａ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を

与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権付無償割当てを行わない。

(9) 法令変更等

　法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会

は合理的に必要な措置を講じる。

(10)種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第２項に関する定めをしております。

(11)議決権を有しないこととしている理由

　第１回Ａ種優先株式は、適切な資本政策を目的としたものであり、既存株主への影響を考慮したためであ

ります。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2020年10月１日～
2020年12月31日

― 3,037 ― 4,000 ― 2,703

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　



― 13 ―

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2020年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

① 【発行済株式】

2020年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
第１回Ａ種優先株式

300,000
― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 11,100

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,704,200 27,042 ―

単元未満株式 普通株式 21,860 ― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 3,037,160 ― ―

総株主の議決権 ― 27,042 ―

(注) １．第１回Ａ種優先株式の内容については、「１ 株式等の状況 (１) 株式の総数等 ② 発行済株式」

に記載しております。

２. 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式18,400株(議決

権の数184個)及び株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数１個)含まれております。

３．上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式79株が含まれております。

② 【自己株式等】

2020年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社福岡中央銀行

福岡市中央区大名二丁目
12番１号

11,100 ― 11,100 0.36

計 ― 11,100 ― 11,100 0.36

（注）役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式18,400株は、上記自己保有株式に含まれておりません。

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．当行の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第

63号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(自2020年10月１日 至2020

年12月31日)及び第３四半期累計期間(自2020年４月１日 至2020年12月31日)に係る四半期財務諸表について、EY

新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。

３．当行は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

現金預け金 32,496 95,785

有価証券 77,333 92,529

貸出金 ※1 387,480 ※1 428,319

外国為替 1,240 860

その他資産 4,990 4,867

有形固定資産 13,816 13,612

無形固定資産 665 543

前払年金費用 1,915 1,844

繰延税金資産 691 161

支払承諾見返 180 286

貸倒引当金 △4,017 △3,968

資産の部合計 516,793 634,843

負債の部

預金 459,950 551,961

譲渡性預金 1,830 2,682

債券貸借取引受入担保金 20,420 －

借用金 － 46,100

その他負債 3,282 1,497

役員株式給付引当金 12 27

睡眠預金払戻損失引当金 115 95

再評価に係る繰延税金負債 1,878 1,868

支払承諾 180 286

負債の部合計 487,671 604,520

純資産の部

資本金 4,000 4,000

資本剰余金 2,703 2,703

利益剰余金 17,854 18,301

自己株式 △127 △128

株主資本合計 24,430 24,876

その他有価証券評価差額金 438 1,213

土地再評価差額金 4,253 4,231

評価・換算差額等合計 4,692 5,445

純資産の部合計 29,122 30,322

負債及び純資産の部合計 516,793 634,843
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

経常収益 7,010 6,888

資金運用収益 5,913 5,873

（うち貸出金利息） 5,035 5,113

（うち有価証券利息配当金） 861 722

役務取引等収益 773 706

その他業務収益 1 1

その他経常収益 ※1 321 ※1 307

経常費用 6,353 6,207

資金調達費用 172 136

（うち預金利息） 171 135

役務取引等費用 695 648

営業経費 4,940 5,050

その他経常費用 ※2 544 ※2 371

経常利益 657 681

特別利益 － 198

固定資産処分益 － 198

特別損失 0 0

固定資産処分損 0 0

税引前四半期純利益 656 879

法人税、住民税及び事業税 12 109

法人税等調整額 172 179

法人税等合計 184 288

四半期純利益 471 590
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【注記事項】

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する貸倒引当金の見積りについて)

　新型コロナウイルス感染症の拡大による取引先の経営状況及び経済環境全体に及ぼされる影響を考慮し、当

第３四半期において取引先の財務情報等に未だ反映されていない信用リスクに対する影響額を見積り、貸倒実

績率に必要な修正を行うことにより、追加的な貸倒引当金を209百万円計上しております。

　感染症の広がり方や収束時期等に関しては、参考となる前例や統一的な見解がないため、徐々に経済が回復

する等の一定の仮定を置いたうえで、過去実績や予め定めている償却・引当基準に則り、経営意思決定機関の

承認等に基づき、最善の見積りを行っております。

　なお、当該仮定についての不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の拡大による取引先の経営状況及び

経済環境への影響が変化した場合には、2021年３月期財務諸表以降において、貸倒引当金は増減する可能性が

あります。

(四半期貸借対照表関係)

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

破綻先債権額 367百万円 479百万円

延滞債権額 11,277百万円 10,587百万円

３ヵ月以上延滞債権額 ―百万円 ―百万円

貸出条件緩和債権額 2,254百万円 1,328百万円

合計額 13,899百万円 12,395百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

(四半期損益計算書関係)

※１. その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

貸倒引当金戻入額 ―百万円 49百万円

※２. その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

貸倒引当金繰入額 106百万円 ―百万円

株式等償却 217百万円 217百万円

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

減価償却費 379百万円 402百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 67 25.00 2019年３月31日 2019年６月28日
その他

利益剰余金

2019年11月26日
取締役会

普通株式 68 25.00 2019年９月30日 2019年12月５日
その他

利益剰余金

(注) 2019年11月26日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配

当金０百万円が含まれております。

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

当第３四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 68 25.00 2020年３月31日 2020年６月29日
その他

利益剰余金

第１回
Ａ種優先株式

3 10.55 2020年３月31日 2020年６月29日
その他

利益剰余金

2020年11月27日
取締役会

普通株式 68 25.00 2020年９月30日 2020年12月４日
その他

利益剰余金

第１回
Ａ種優先株式

26 87.50 2020年９月30日 2020年12月４日
その他

利益剰余金

(注) 2020年６月26日定時株主総会による普通株式の配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式

に対する配当金０百万円が含まれております。また、2020年11月27日取締役会決議による普通株式の配当金の

総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配当金０百万円が含まれております。

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(有価証券関係)

※１．会社の事業の運営において重要なものであることから記載しております。

※２．四半期貸借対照表の「有価証券」を記載しております。

１．満期保有目的の債券

　 該当事項はありません。

２．その他有価証券

前事業年度(2020年３月31日)

取得原価(百万円)
貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 5,108 5,570 462

債券 53,196 54,108 911

国債 31,603 32,365 761

地方債 3,783 3,805 22

社債 17,810 17,937 127

その他 17,333 16,566 △767

合計 75,638 76,245 607

当第３四半期会計期間(2020年12月31日)

取得原価(百万円)
四半期貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 5,233 6,825 1,591

債券 63,303 63,891 588

国債 35,096 35,548 452

地方債 6,116 6,132 15

社債 22,090 22,210 119

その他 21,139 20,684 △455

合計 89,676 91,401 1,724

(注)１．上表には、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は含めておりません。

　 ２．その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価

まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期貸借対照表計上額(貸

借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第３四半期累計期間(事業年度)の損失として処理(以下、

「減損処理」という。)しております。

前事業年度における減損処理額は、株式698百万円であります。

当第３四半期累計期間における減損処理額は、217百万円(うち株式４百万円、その他の証券212百万円)であ

ります。

有価証券の減損処理については、「有価証券減損処理規定」に従い、時価が取得原価に比べて50％以上

下落した場合、もしくは時価が30％以上50％未満の下落率で、発行会社の財政状態や信用状況、過去の一

定期間における時価の推移等を勘案し、回復の見込みがあると認められない場合に減損処理を行っており

ます。
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(持分法損益等)

関連会社がないため記載しておりません。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎

は、次のとおりであります。

前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

(1)１株当たり四半期純利益 円 174.07 208.51

(算定上の基礎)

四半期純利益 百万円 471 590

普通株主に帰属しない金額 百万円 ― 26

(うち優先株式配当額) 百万円 (―) (26)

普通株式に係る四半期純利益 百万円 471 564

普通株式の期中平均株式数 千株 2,708 2,707

(2)潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

円 ― 156.56

(算定上の基礎)

四半期純利益調整額 百万円 ― 26

(うち優先株式配当額) 百万円 (―) (26)

普通株式増加数 千株 ― 1,066

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり四半期
純利益の算定に含めなかった潜
在株式で、前事業年度末から重
要な変動があったものの概要

― ―

(注) １．株主資本において自己株式として計上されている役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式は、１株当

たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算におい

て控除する自己株式に含めております。控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第３四半期累計期

間において９千株、当第３四半期累計期間において18千株であります。

２．前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

(重要な後発事象)

当行は2021年１月20日開催の経営会議において、効率的な店舗運営と人員等の経営資源を集約することにより

営業力を強化し、お客さまにご満足いただける金融サービスを提供することを目的として、久留米合川支店、原

支店および門司支店を店舗内店舗方式で近隣店に移転することを決議しました。

この決議に伴う会計処理については「固定資産の減損に係る会計基準」(企業会計審議会)を適用し2021年３月

期第４四半期会計期間において、固定資産の減損として、特別損失を約170百万円計上する見込みです。

なお、損失額は現時点での見込み額であり変動する可能性があります。
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２ 【その他】

中間配当

2020年11月27日開催の取締役会において、第100期の中間配当につき次のとおり決議しました。

中間配当金額 94百万円

１株当たりの中間配当金 普通株式 25円00銭

　 第１回Ａ種優先株式 87円50銭

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2020年12月４日

(注) 中間配当金額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配当金０百万円が含まれておりま

す。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年２月12日

株式会社福岡中央銀行

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊 加 井 真 弓 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 宮 川 宏 ㊞

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会

社福岡中央銀行の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第１００期事業年度の第３四半期会計期間

（２０２０年１０月１日から２０２０年１２月３１日まで）及び第３四半期累計期間（２０２０年４月１日から２

０２０年１２月３１日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社福岡中央銀行の２０２０年１２月３１日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を

入手したと判断している。

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務

諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から

四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

　



ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性

が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認めら

れないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュ

ー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸

表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基

準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じ

させる事項が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ

ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2021年２月12日

【会社名】 株式会社 福岡中央銀行

【英訳名】 THE FUKUOKA CHUO BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 古 村 至 朗

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 福岡市中央区大名二丁目12番１号

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番２号)

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当行取締役頭取古村至朗は、当行の第100期第３四半期（自 2020年10月１日 至 2020年12月31日）の四半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。

　


